
　町では、ＬＥＤ照明（LED電球及びLED照明器具）の普及促進により、電力使用量の削減及び温室効果ガスの排出抑制
を目的として、LED照明の購入費用補助を行っています。

・町内に住所を有する方
・自ら居住する住宅に設置するためのLED照明を町内の家電品店等で購入した方
・町税を滞納している者がいない世帯の方　など

補助対象者

　平成26年4月1日から平成27年3月25日までに購入したLED照明の費用。（設置費、工賃等は補助対象に含ま
れません。）

補助対象

　LED購入費の１/２以内　20,000円が上限ですが、ＬＥＤ電球のみの場合は5,000円が上限です。補助金は、幌延町
商工振興会の商品券で交付しますので500円単位になります。

　補助金申請書に領収書の原本（購入者氏名、購入年月日、製造メーカー、品名、数量、金額が明記され、領収印
が押されたもの。これらの要件が具備されていれば、レシートでも可。）を添えて提出してください。補助金の申請は、
１戸の住宅を１世帯とし、１回限りです。

補助金額

補助申請

【申請期限】　平成2７年3月25日まで
【申 請 先】　総務課企画振興グループ又は問寒別出張所

問い合わせ先　総務課企画振興グループ 電話：５－１１１１（内線222、223、224、） 告知端末機：５－８８１２

家庭用LED照明購入費補助制度家庭用LED照明購入費補助制度家庭用LED照明購入費補助制度
平成26年度の申請期限は3月25日までです

『地下鉄サリン事件から20年』『地下鉄サリン事件から20年』『地下鉄サリン事件から20年』
　今から20年前の1995年（平成７年）３月20日、オウム真理教による「地下鉄サリン事件」が発生しました。

　オウム真理教は、現在も
　　　　麻原彰晃こと松本智津夫への絶対的帰依を強調する主流派（「Aleph(アレフ)」）
　　　　松本の影響力がないかのように装う上祐派（「ひかりの輪」）
を中心に活動し、依然として松本及び同人の説く教義を存立の基盤にしており、無差別大量殺人行為に
及ぶ危険性が認められます。

教団の現状

　北海道においては、全国的にも主流派（「Aleph（アレフ）」）が極めて多くの信者を擁し、街頭や書店
における声掛けのほか、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）等を利用して青年層を中
心に接触を図り、教団名を秘匿しながらヨーガ教室に勧誘するなどして新規信者を獲得しています。

北海道における動向

学校名 地区名 １年生氏名（ふりがな） 保護者
平成２7年度 新入学児童を紹介します平成２7年度 新入学児童を紹介します

問寒別小

幌 延 小

字問寒別

字幌延

１条北１

１条北２
２条南１
５条南１
６条南１

宮園町

東町
栄町
字下沼
字北進

佐々木　勘　丞（ささき　かんすけ）
朝　日　永　遠（あさひ　とわ）
新　野　　　農（しんの　みのり）
渡　部　一　颯（わたなべ　いぶき）
谷　藤　　　寧（たにふじ　ねい）
勇　川　こゆき（ゆうかわ　こゆき）
谷　越　洸　聖（たにこし　こうせい）
秋　山　楓　華（あきやま　ふうか）
金　田　煌　冬（かねた　あきと）
山　口　雄　輝（やまぐち　ゆうき）
伊　藤　隼　汰（いとう　しゅんた）
小　田　莉　娜（おだ　りな）
小　林　紗　夕（こばやし　さゆ）
水　野　瑠　椛（みずの　るか）
村　上　陽　莉（むらかみ　ひまり）
佐　藤　晃　陽（さとう　あさひ）
田　村　桔　平（たむら　きっぺい）
伊　藤　菜　那（いとう　なな）
中　山　航　太（なかやま　こうた）
杉　本　大　和（すぎもと　やまと）
髙　城　良　悟（たかぎ　りょうご）
加賀山　友　暢（かがやま　ゆの）

佐々木　征　司
朝　日　　　努
新　野　貞　治
渡　部　聖　士
谷　藤　一　範
勇　川　　　忍
谷　越　直　紀
秋　山　　　将
金　田　直　樹
山　口　明　雄
伊　藤　洋　平
小　田　健　一
小　林　誉　礼
水　野　　　崇
村　上　真　朋
佐　藤　直　機
田　村　浩　希
伊　藤　　　崇
中　山　　　雅
杉　本　和　俊
髙　城　春　彦
加賀山　英　治

※敬称略　　※保護者の方の了承をいただいて掲載しています。

もうすぐ
１年生！
もうすぐ
１年生！
もうすぐ
１年生！

　平成27年４月に小学校へ
入学する22名（幌延小学校
21名、問寒別小学校１名）
の 新１年生をご紹介します。

（２月１日現在）

幌延町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定について幌延町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定について
　少子高齢化や人口減少が進む中、成長する力を取り戻し、潤いある生活を安心して営むことができる幌延町を
築くため、平成27年度中に地域が抱える課題の掘り起しやその解決方法を検討し、平成27～31年度（５ヶ年）
における政策目標や施策を定めた「幌延町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」）を策定します。

◆集中検討項目
①しごとをつくり、安心して働けるようにする
②新しいひとの流れをつくる
③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
④時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守る
⑤地域と地域を連携する ※国からの交付金等の支援を活用しながら

　総合戦略の策定・実施を進めます。

○平成27年１月30日に『幌延町まち・ひと・しご
と創生本部』を設置しました。
　野々村町長を本部長とし、人口ビジョン及び総合
戦略の素案・原案の内容検討及び各種計画や政策と
の調整等を行います。

○平成27年３月に『幌延町まち・ひと・しごと創
生会議』を設置します
　総合戦略策定にあたり、町民のみなさんをはじめ、
産学金労など様々な分野の方に参加していただき、
総合戦略に盛り込む内容について検討します。
　※構成人数～22名（うち２名を公募）

政府が想定する「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定スケジュール
項目

政府
創生本部・会議

国

「地方人口ビジョン」策定作業
「地方版総合戦略」策定作業

「長期ビジョン」と「総合戦略」

地方公共団体
（都道府県、市町村）

Ｈ26年度
12月　　　　１月　　　　　２月　　　　　　３月

Ｈ27年度
４月　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月

策
定
・
公
表

幌延町における「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定スケジュール
項目

幌延町まち・
ひと・しごと
創生本部
創生会議
住民会議

幌延町まち・ひと・しごと創生本部（～平成28年3月31日）

Ｈ26年度
12月　　　　１月　　　　　２月　　　　　　３月

Ｈ27年度
４月　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月

策
定
・
公
表

「幌延町人口ビジョン」策定

・人口動向分析
・将来人口分析
・基礎調査

・定住促進・雇用創出・子育て支援・地域連携・創業支援など

1月30日
本部設置

3月
創生会議

設置
○○地域
住民会議

「幌延町まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定
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